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１ 議 事 日 程（第１日） 

   （令和４年第１回有田川町議会定例会） 

令 和 ４ 年 ３ 月 ２ 日 

午前９時３０分開会 

於 議 場 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 議案第４号 令和３年度有田川町一般会計補正予算（第１１号） 

 日程第５ 議案第５号 令和３年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４ 

            号） 

 日程第６ 議案第６号 令和３年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 日程第７ 議案第７号 令和３年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計補正予算 

            （第１号） 

 日程第８ 議案第８号 令和４年度有田川町一般会計予算 

 日程第９ 議案第９号 令和４年度有田川町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第10 議案第10号 令和４年度有田川町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第11 議案第11号 令和４年度有田川町介護保険事業特別会計予算 

 日程第12 議案第12号 令和４年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計予算 

 日程第13 議案第13号 令和４年度有田川町簡易水道事業特別会計予算 

 日程第14 議案第14号 令和４年度有田川町公共下水道事業特別会計予算 

 日程第15 議案第15号 令和４年度有田川町農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第16 議案第16号 令和４年度有田川町簡易排水事業特別会計予算 

 日程第17 議案第17号 令和４年度有田川町浄化槽事業特別会計予算 

 日程第18 議案第18号 令和４年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算 

 日程第19 議案第19号 令和４年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計予算 

 日程第20 議案第20号 令和４年度有田川町粟生財産区管理会特別会計予算 

 日程第21 議案第21号 令和４年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第22 議案第22号 令和４年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第23 議案第23号 令和４年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計予算 

 日程第24 議案第24号 令和４年度有田川町水道事業会計予算 

 日程第25 議案第25号 有田川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ 

            いて 

 日程第26 議案第26号 有田川町使用料の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制 

           定について 

 日程第27 議案第27号 有田川町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 
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 日程第28 議案第28号 有田川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部 

            を改正する条例の制定について 

 日程第29 議案第29号 有田川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

            の制定について 

 日程第30 議案第30号 有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関 

            する条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第31 議案第31号 有田川町交通指導員条例等の一部を改正する条例の制定につい 

            て 

 日程第32 議案第32号 有田川町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の 

            制定について 

 日程第33 議案第33号 有田川町デジタル社会推進基金条例の制定について 

 日程第34 議案第34号 有田川町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第35 議案第35号 有田川町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につい 

            て 

 日程第36 議案第36号 有田川町農家高齢者創作館条例を廃止する条例の制定について 

 日程第37 議案第37号 有田川町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制 

            定について 

 日程第38 議案第38号 有田川町辺地総合整備計画の変更について 

 日程第39 議案第39号 有田川町公共下水道吉備浄化センターの建設工事委託に関する 

            基本協定の締結について 

 日程第40 議案第40号 有田川町岩倉財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第41 議案第41号 有田川町粟生財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第42 議案第42号 有田川町城山山林財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第43 議案第43号 有田川町八幡山林財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第44 議案第44号 有田川町安諦山林財産区管理会管理委員の選任の同意について 

 日程第45 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第46 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第47 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第48 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第49 選挙第７号 有田川町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 

２ 出席議員は次のとおりである（１５名） 

    １番   濃 添 勇 作       ２番   栗 山 昌 之 

    ３番   本 下 雅 敏       ４番   椿 原 竜 二 

    ５番   中 島 詳 裕       ６番   星 田 仁 志 

    ７番    畑  之       ８番   谷 畑   進 

    ９番   西   弘 義       10番   林   宣 男 
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    11番   岡   省 吾       12番   森 谷 信 哉 

    13番   堀 江 眞智子       14番   増 谷   憲 

    15番   殿 井   堯 

３ 欠席議員は次のとおりである（なし） 

４ 遅刻議員は次のとおりである（なし） 

５ 会議録署名議員 

    ２番   栗 山 昌 之       14番   増 谷   憲 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名（１３名） 

   町 長  中 山 正     副 町 長  坂 頭 徳 彦 

   住 民 税 務 部 長  青 石 万紀子    福 祉 保 健 部 長  中 岡 万里子 

   総 務 政 策 部 長  井 上 光 生    消 防 長  中 硲   準 

   産 業 振 興 部 長  森 田 栄 一    建 設 環 境 部 長  鈴 木 幸 敏 

   総 務 課 長  新 田 耕 作    財 務 課 長  中 屋 正 也 

   企 画 調 整 課 長  林   光 彦    教 育 長   嶋   博 

   教 育 部 長  細 野 正 人     

７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  竹 中 幸 生    書 記  細 野 鶴 子 

８ 議事の経過 

開会 ９時３０分 

○議長（森谷信哉） 

   おはようございます。 

   ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達していますので、ただいまか

ら令和４年第１回有田川町議会定例会を開会いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

開議 ９時３０分 

○議長（森谷信哉） 

   本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

……………日程第１ 会議録署名議員の指名…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において２

番、栗山昌之君、１４番、増谷憲君を指名いたします。 

……………日程第２ 会期の決定…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 
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   ２月２４日に開催されました議会運営委員会の結果について、委員長より報告をお

願いいたします。 

   議会運営委員会委員長、殿井堯君。 

○議会運営委員会委員長（殿井 堯） 

   改めまして、おはようございます。 

   議長の指名がありましたので、議会運営委員会の開催結果について御報告を申し上

げます。 

   去る２月２４日、午前９時３０分から議会運営委員会を開催し、本定例会の会期並

びに日程、各常任委員会の開催日等について協議いたしました。 

   その結果、会期につきましては、本日から３月２４日までの２３日間と決定させて

いただきました。なお、一般質問は１４日、１５日としております。 

   また、議事日程については、お手元に配付されている日程表のとおりといたしたく

思います。日程第４、議案第４号から日程第４０、議案第４０号まで及び日程第４２、

議案第４２号から日程第４８、諮問第４号までの議案４０件、諮問４件について一括

上程を行い、日程第４１、議案第４１号については、地方自治法第１１７条の規定に

より除斥を求めた後、それぞれ当局からの提案理由の説明を求め、その後、全員協議

会にて御審査いただきたいと思います。 

   なお、全員協議会が終わり次第、日程第４、議案第４号から日程第７、議案第７号

までの補正予算４件及び日程第４９、選挙第７号については審議・採決を本日お願い

したいと思います。 

   この会期、日程等に御賛同を賜り、円滑な議会運営ができますよう、議員各位に御

協力をお願い申し上げまして御報告といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   お諮りいたします。 

   ただいまの委員長報告のとおり、本定例会の会期は、本日から３月２４日までの２

３日間にしたいと思います。御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、会期は、本日から３月２４日までの２３日間に決定いたしました。 

……………日程第３ 諸般の報告…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３、諸般の報告を行います。 

   本定例会に町長より提出された案件は、議案４１件、諮問４件であります。 

   また、本日の説明員は町長ほか１２名であります。 

   次に、監査委員より、令和３年１０月から令和４年１月までの例月現金出納検査の
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結果及び令和３年１０月から１２月に実施した令和２年度における財政援助団体等の

監査報告を受けていますので、お手元に配付しております。 

   以上で諸般の報告を終わります。 

   お諮りいたします。 

   日程第４から日程第４０、日程第４２から日程第４８までの議案４０件、諮問４件

を一括議題としたいと思いますが、これに御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、日程第４から日程第４０、日程第４２から日程第４８までの議案４０

件、諮問４件を一括議題といたします。 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長、中山正 君。 

○町長（中山正 ） 

   おはようございます。 

   本日、ここに令和４年有田川町議会第１回定例会を招集いたしましたところ、議員

各位には、何かとお忙しいところ、御参集賜り、厚く御礼を申し上げます。 

   令和４年度予算案、その他諸議案の御審議をお願いするに当たり、有田川町長とし

て所信の一端を申し上げ、議員各位並びに町民の皆さんに、一層の御理解と御協力を

お願い申し上げる次第であります。 

   さて、１月に執行されました町長選挙においては、無投票で再選されるという身に

余る結果に恵まれました。このことは、今までの任期中で構築してきた有田川町の歩

むべき方向が評価され、その歩みをさらに進めよという激励であると厳粛に受け止め

ております。改めて身の引き締まる思いであり、いま一度初心に立ち返り、町政運営

に邁進してまいりたいと存じます。 

   ５期目のスタートに当たり、有田川町が目指すまちづくりの将来像として設定した、

「川が結び、川が育む、森とまち 人が集い、想いを紡ぎ、新しい流れをつくるま

ち」を基本理念とした、今までの実績を検証するとともに、誰もが安心、安全で住ん

でよかった、長く住み続けたいと思える、そんな夢のあるまちづくりを推進していか

なければならないと決意をいたしております。 

   全国的に猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症につきましては、年明けか

ら第６波により感染が急拡大し、２月５日から和歌山県においても初めてまん延防止

等重点措置が適用されています。本町においても影響は大きいものがあり、この先も

大変厳しい状況が続き、長期化するものと思われます。 

   このような中、３回目ワクチン接種は１月７日より医療従事者から開始し、１月２

４日には介護施設、２月９日より一般の方の接種も始まっております。早期に完了で
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きるよう努めるとともに、町民の方が安心して生活できるよう感染防止対策に努めて

まいりたいと思います。 

   経済対策につきましては、４月より１人当たり１万円の第３弾有田川町応援クーポ

ン配布を行うなど、新型コロナウイルスの感染状況に適切に対処するとともに、国や

県の施策に柔軟かつスピーディに対応し、町民の皆さんの生命と健康、コロナ禍によ

り疲弊した地域経済の回復に向けて取組を行ってまいります。 

   本町は合併して１７年目を迎えます。今まで旧３町が均衡ある発展を遂げ、どの地

域に住んでも同じように、これからも有田川町に住み続けたいと思えるようなまちづ

くりを目指してきました。 

   しかし、全国的な人口減少と少子高齢化は、特に金屋・清水地域の山間部において

進行し、有田川町においても例外ではありません。今まで築き上げてきたまちづくり

を土台にし、今まで以上にそれぞれの地域の個性と魅力、特徴を最大限に生かしたま

ちづくりを進め、平成２７年に策定した「有田川町人口ビジョン」により、目標設定

している２０６０年で人口２万人以上を達成しなければなりません。そのためには、

本年度に策定した「第２次有田川町長期総合計画後期計画」を計画的に実行に移して

いくことが最も重要であり、加えて国や周辺の経済、社会情勢に対応した行財政運営

を行っていくことが重要であると考えております。 

   そこで、特に重点項目として、次の６項目を挙げさせていただきたいと思います。 

   第１点目は、安心・安全な暮らしを守ります。近年、毎年のように全国各地で大規

模災害が発生し、多くの尊い命が奪われております。また、南海トラフ巨大地震等の

発生が想定される中、大規模災害への備えが求められています。関係機関とも連携し、

道路・河川整備のハード面の整備を着実に行うとともに、自助・共助・公助の連携体

制の強化など、ソフト面の防災対策にも積極的に取り組み、防災力の高いまちづくり

を目指します。 

   第２点目は、子育て環境を充実いたします。未来を担う子どもたち一人一人が、自

分自身の可能性を伸ばし、世界に通用する力をつけるための基礎としての生きる力を

育むことができるよう、子育てしやすい環境づくりと教育・保育の充実に取り組み、

若い世代が子育てしやすいまちづくりを目指します。 

   第３点目は、医療・福祉サービスを充実いたします。保健・医療・福祉の連携の強

化を図り、子どもから高齢者まで町民誰もが住み慣れた地域社会の中で、共に支え合

い、助け合いながら健康で安心して暮らせる心豊かなまちづくりを目指します。 

   第４点目は、文化・スポーツを振興します。有田川町において、古くから継承され

てきた歴史・文化遺産を次世代に引き継ぐとともに、誰もが生涯にわたって豊かな人

生を過ごすことができるよう、歴史・文化の保存・振興とスポーツ活動の充実を推進

します。 

   第５点目は、産業・観光業を振興します。有田川町の基幹産業である農林業を中心
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とした産業の活性化に努めるとともに、農林業の後継者と若者にとって魅力ある雇用

機会の創出に努めます。また、有田川町の持つ魅力を最大限に活用した観光・交流施

策の拡充に努め、地域の特性を生かした多様な観光・交流機会のあるまちづくりを目

指します。 

   第６点目は、住民参加によるまちづくりを進めます。高齢化と人口減少に伴う福祉

ニーズの増大や地域の生活基盤の維持、基幹産業である農林業の活性化など、まちの

抱える課題は多様かつ深刻であり、地域や分野ごとにも異なるため、行政だけの取組

で全てを解決するのは困難であります。住民自身の声や主体的な活動を大切にし、共

に課題に取り組んでいくことでまちの在り方を考え、住民とともにまちづくりを進め

ていきたいと思います。 

   一方、財政状況においては、一般会計歳入の根幹である町税収入が堅調に推移し、

令和２年度決算では、新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、収入額は３

１億円を超える結果でありました。 

   しかし、町税の歳入全体に占める割合は１５％と低く、歳入の大半は地方交付税等

の依存財源に頼っている現状であります。その地方交付税は、令和２年度をもって合

併算定替期間が終了し、縮減期間５年間で総額約９億円が縮減されました。一本算定

に移行し、今後も減少していく見込みであり、基金の取崩しにより財源不足を補って

いる極めて厳しい財政状況であります。 

   歳出は、老人福祉や児童福祉等の社会保障関係経費が年々伸び、令和２年度決算に

おける民生費は約４２億５，０００万円と歳出総額の２１％を占めております。 

   また、令和４年には団塊世代が７５歳になり始めることもあり、これらの経費は経

常的に増加していくことが推測されます。さらに老朽化が進行する公共施設や、上下

水道及び道路等のインフラ資産は更新時期を迎えています。 

   また、大規模災害に備えた防災対策強化も進めていかなければならない状況下で、

新型コロナウイルス感染症による新たな対策も加え、これらの課題に取り組む必要が

あります。 

   令和４年度は、第２次有田川町長期総合計画後期計画がスタートする年度であり、

かつ第２期有田川町まち・ひと・しごと創生総合戦略の各施策の推進を図っていかな

ければなりません。限られた財源の下で、国の動向等を踏まえつつ、経常的経費を徹

底的に削減し、既存事業の有効性を検証し、効率的かつ実効性の高い事業に構築・展

開し、新たな課題に対応できる持続可能な財政運営を確立していかなければなりませ

ん。 

   今後においても、いつも住民の安心・安全を第一に考え、住んでよかった、長く住

みたいまちづくりの実現とさらなる町の発展に、より一層の努力をしてまいります。 

   どうか議員各位には、そのことに理解をいただきまして、御指導、御協力賜ります

よう、よろしくお願い申し上げる次第であります。 
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   それでは、予算について説明申し上げます。 

   令和４年度予算は、住民サービスの向上、新たなニーズへの対応、コロナウイルス

感染症対策等の社会情勢の変化に柔軟に対応しつつ、将来的にも安定した持続可能な

財政運営ができるように、有田川町長期総合計画や総合戦略に定める基本目標を柱と

して、常にコスト意識を持って、事業の緊急性や必要性を熟慮した上で、取捨選択や

効率的な事業執行の推進を図りながら予算編成を行いました。 

   本年度も限られた財源を重点的かつ効率的に配分することを基本に、一般財源枠配

分方式を実施し、このことにより計画的な歳出の適正化と効率化を図るとともに、持

続可能な財政構造の確率を図るという予算編成方針に基づき、本町の抱える課題、問

題点等を全職員が共有することにより、真に住民が必要とする事業を優先し、職員の

英知を結集し、最小の経費で最大の効果を上げるよう万全の体制で取り組んでいきた

いと考えております。 

   令和４年度の一般会計・特別会計予算の合計額は、一般会計できびドーム大規模改

修事業などの減額があったものの、国民健康保険事業特別会計や公共下水道事業特別

会計などの増額により、前年度に比べ２億２，５４２万６，０００円多い２６４億１，

７７６万７，０００円となっております。 

   また、水道事業会計については、前年度に比べ８，７９４万６，０００円多い６億

３，１１２万２，０００円となっています。今後も町民の皆さんの御理解をいただき

ながら、行財政改革に取り組むとともに、住民サービスの向上と財政の健全化に努め

てまいりたいと思います。 

   本定例会に上程させていただきました議案は、予算案件２１件、条例案件１３件、

その他案件１１件の合計４５件であります。 

   それでは、まず議案第８号の令和４年度有田川町一般会計予算について御説明を申

し上げます。 

   歳入・歳出予算規模は、前年度に比べて１．３％減の、額にして２億１，０００万

円少ない総額１６３億１，０００万円となっています。 

   歳入の主なものといたしましては、町税は、町民税の増収などを見込み、前年度よ

り増額の２９億４，２００万７，０００円を計上しております。 

   なお、徴収率は県下でトップクラスに位置しているところでありますが、滞納対策

については、職員による個別徴収は今まで以上に努力することはもちろんのこと、今

後も和歌山地方税回収機構なども活用し、徴収率の向上に努めてまいりたいと考えて

おります。 

   地方譲与税については、２億２，７６３万３，０００円を計上し、そのうち森林環

境譲与税として８，２６３万２，０００円を見込んでおります。 

   各交付金の主なものについては、法人事業税交付金に２，９００万円を、地方消費

税交付金に５億３，０００万円を、環境性能割交付金に１，３００万円を、地方特例
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交付金に２，０００万円を、その他交付金においても、令和４年度地方財政対策を踏

まえたものとしています。 

   地方交付税については、国から地方公共団体へ交付される総額は１８兆５３８億円

で、前年度に比べ６，１５３億円、率にして３．５％増となっております。本町にお

いては、合併算定替えが終了となり令和３年度より一本算定となっていますが、地方

財政対策の伸び率などを考慮した上で、前年度より１億２，０００万円増額の６２億

５，０００万円を計上しています。 

   分担金及び負担金は６，０３３万１，０００万円を、使用料及び手数料は１億２，

４７４万円を、国庫支出金は１２億５３３万８，０００円を、県支出金は１１億７，

０２６万４，０００円を、寄附金については、ふるさと応援寄附金を１０億円見込み、

１０億４１０万１，０００円を、繰入金では、町債の償還のための財源に減債基金２

億円を、各種事業執行のための目的基金１２億２，８５９万４，０００円を繰入れす

るとともに、財源不足を調整するために財政調整基金を３億円繰り入れ、前年度比１

５％減の１７億２，９１７万円を計上いたしました。 

   町債では、前年度比３８．４％減の６億８，２００万円を借り入れることとしてお

ります。 

   主なものといたしまして、臨時財政対策債に１億３，０００円を、農林水産業債に

７，８９０万円を、土木債に２億５，４６０万円を、教育債に４，２７０万円をそれ

ぞれ計上しております。 

   その他の歳入につきましても、従来の歳入実績に基づいて、それぞれの科目に計上

いたしております。 

   歳出につきましては、款別に主なものといたしまして、１款議会費は９，４８７万

３，０００円を計上しています。 

   ２款総務費は、前年度より２億９，１５１万４，０００円少ない２２億１，０７６

万９，０００円を計上しております。 

   一般管理費では、防犯灯の維持管理に対する寄附金を財源に、防犯灯電気代補助金

として７８３万円を、なお、この補助金には、防犯灯の維持管理に対する寄附金を充

てることにしております。 

   財産管理費では、旧上六川小学校体育館解体撤去工事費として２，１００万円を、

企画費では、報償費にふるさと応援寄附金返礼品として４億円を、情報通信基盤施設

費では、施設設備管理委託料に３，５５５万２，０００円を、過疎対策費では、コミ

ュニティバス運行委託料に１，３７５万９，０００円を、まちなか再生支援事業委託

料に７５０万１，０００円を、清水地域公園整備工事費として１，４０９万４，００

０円を、移住就業支援拠点施設整備工事費として１億９，９３６万４，０００円を、

生活バス運行補助金に３，８００万円を、共聴施設整備事業費では、テレビ共同視聴

施設整備事業補助金として５５６万６，０００円を、徴税費の賦課徴収費では、評価
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替関連事業委託料に４，７１３万５，０００円を、負担金補助及び交付金に有田川町

すまい給付金として１，４３０万円を、戸籍住民基本台帳費では、住民票などのコン

ビニ交付の運営費として７５万９，０００円を、選挙費では、参議院議員選挙費とし

て２，６０５万５，０００円を、和歌山県知事選挙費として２，４６２万７，０００

円を、和歌山県議会議員一般選挙費として７４０万５，０００円をそれぞれ計上して

おります。 

   ３款民生費は、前年度より１億７１万円多い４２億４，５８９万５，０００円を計

上しております。 

   主なものといたしまして、社会福祉総務費では、町社会福祉協議会補助金に４，１

９６万８，０００円を、国民健康保険事業特別会計への繰出金として２億６，６５０

万７，０００円を、障害者福祉費では、報償費の手話講習会講師等謝金として５２万

５，０００円を、障害福祉サービス費に４億６，５８０万７，０００円を、扶助費と

して重度心身障害児者医療費に６，５１４万９，０００円を、老人福祉費では、報償

費に敬老祝金として１，４００万円を、田殿老人憩いの家解体撤去に伴う測量設計委

託料として１９７万３，０００円を、老人保健福祉・介護保険事業計画策定業務委託

料として２２０万円を、有田郡老人福祉施設事務組合なぎ園の負担金に４，３２７万

６，０００円を、シルバー人材センター補助金に１，０５３万９，０００円を、扶助

費として、老人福祉施設入所措置費に３，３２３万３，０００円を、繰出金として、

後期高齢者医療特別会計へ４億７，９８３万３，０００円を、介護保険事業特別会計

へ５億５，０２４万２，０００円をそれぞれ計上しております。 

   児童福祉総務費では、報償費の出産祝い金、第３子以降出産祝い金として２，７５

０万円を、委託料として、放課後児童健全育成事業委託料、公立・私立保育所入所委

託料などに２億９，４７１万２，０００円を、負担金補助及び交付金の放課後児童支

援員等処遇改善補助金、保育士等処遇改善補助金として４３７万２，０００円を、扶

助費として、子ども医療費扶助費に６，２２７万４，０００円を、児童措置費では、

児童発達支援事業給付費補助金などとして２億１，０８９万４，０００円を、扶助費

として、ゼロ歳から中学生を対象とした児童手当に３億８，０４７万８，０００円を、

母子福祉費では、扶助費としてひとり親家庭医療費に２，７２９万２，０００円を、

保育所費では、金屋第一保育所の調査設計等業務委託料として１８２万６，０００円

を、給食調理業務の民間委託料として７，１３４万６，０００円を計上しております。 

   ４款衛生費は、前年度より４，６５８万４，０００円多い１３億８５４万８，００

０円を計上しております。 

   主なものといたしましては、保健衛生総務費では、委託料として、ひきこもり支援

事業、健康増進計画策定業務、妊婦一般健康診査、がん検診、産前産後サポート事業、

産後ケア事業委託料などに６，５４０万３，０００円を、予防費では、需用費と備品

購入費に新型コロナウイルス感染症予防対策費用として５４７万９，０００円を、委
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託料に新型コロナウイルスワクチン接種委託料として５，３９０万８，０００円を、

インフルエンザ予防接種、風しん抗体検査などの委託料として９，３７１万７，００

０円を、環境衛生費では、需用費に清水斎場の修繕などとして１，９５８万円を、一

般住宅用太陽光発電設備導入補助金として３６０万円を、有田聖苑事務組合分担金と

して６８８万５，０００円を、清掃費のじん芥処理費では、委託料としてごみ収集運

搬業務委託料など１億４２２万１，０００円を、備品購入費にごみ収集車の自動車購

入費として７８６万５，０００円を、有田周辺広域圏事務組合分担金衛生施設分に２

億２，１８５万８，０００円を、し尿処理費では、有田周辺広域圏事務組合分担金衛

生施設分として１億３，８２８万８，０００円を、合併処理浄化槽設置補助金に１，

４６８万６，０００円を、浄化槽事業特別会計への繰出金として２３２万３，０００

円を、上水道費では、簡易水道事業特別会計への繰出金として２億９，３３５万７，

０００円を計上しております。 

   ５款労働費では、雇用創出推進基金活用事業のイメージアップ事業に１，１６０万

５，０００円を計上しております。 

   ６款農林水産業費では、前年度より３，９７５万３，０００円少ない１２億７，２

９５万２，０００円を計上しております。 

   農業振興費では、有害鳥獣捕獲報償費に３，２８６万５，０００円を、委託料に、

農業振興地域の見直しによる整備計画作成委託料として４８４万円を、営農給水施設

新設工事として４４８万円を、中山間地域直接支払制度交付金に１億８，３８０万５，

０００円を、農業次世代人材投資事業補助金に１，８２５万円を、多面的機能支払交

付金に４，８７７万８，０００円を、営農環境整備対策事業補助金に３００万円を、

農地費では、委託料に、農地耕作条件改善事業の測量設計費として８００万円を、防

災重点農業用ため池評価業務委託料として１，７３０万円を、工事請負費に、小規模

土地改良事業として７００万円を、緊急自然災害防止対策事業として４，０００万円

を、地籍調査費では、委託料に地籍調査測量等委託料として１億１，０５０万円を、

排水事業費では、農業集落排水事業特別会計への繰出金として２億３，６６９万５，

０００円を、林業費の林業振興費では、未利用材搬出補助金に４００万円を、林道維

持改良費では、工事請負費に林道維持補修事業として９００万円を、林道新設改良費

では、育成林整備事業の工事請負費に峠上二澤線の工事として７，４８０万円を、森

林整備費では、委託料にカシノナガキクイムシ対策業務委託料として１５０万円を、

森林環境譲与税を財源とした森林環境譲与税活用事業費では、報償費に誕生祝い、成

人祝いの記念品として２１２万６，０００円を、委託料に、意向調査、集積計画策定、

間伐事業委託料などとして３，７７７万５，０００円、移住就業支援拠点施設用の原

材料費と備品購入費として１，４２０万円を、林業研修生受入れ支援事業補助金とし

て１８９万２，０００円を、広葉樹林転換事業補助金として８８５万円を計上してお

ります。 
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   ７款商工費は、前年度に比べて９８２万４，０００円少ない２億１，８０８万２，

０００円を計上しております。 

   商工総務費では、商工会補助金に１，６５０万円を、起業支援事業補助金に１２０

万円を、観光費では、ふるさと体験施設の修繕料に１，６００万円を、委託料にしみ

ず温泉新築工事設計委託料、ふるさと体験施設指定管理料などとして４，６２６万４，

０００円を、かなや明恵峡温泉特別会計への繰出金として１，４００万円を計上して

おります。 

   ８款土木費は、前年度より１億４，３５８万７，０００円少ない１３億３，２４５

万５，０００円を計上しております。 

   土木総務費では、住宅・建築物耐震改修事業補助金に７８３万４，０００円を、道

路橋りょう維持費では、工事請負費に道路橋りょう維持修繕工事費として９，４００

万円を、道路新設改良費では、委託料に防災安全交付金事業や過疎・辺地対策事業の

測量設計監理等委託料などとして２，８５０万円を、工事請負費に過疎・辺地対策事

業や緊急自然災害防止対策事業、防災・安全交付金事業などとして２億５，５００万

円を、土地購入費に１，６００万円を、物件補償費に２，９００万円を、都市計画総

務費では、委託料に都市計画見直しによる都市計画マスタープラン策定業務委託料と

して５００万円を、工事請負費に、藤並駅西口トイレ改修工事費として６８８万５，

０００円を、空き家対策総合支援事業除却補助金として１，０００万円を、下水道費

では、公共下水道事業特別会計への繰出金として６億８，７４３万４，０００円を、

住宅費では、需用費に町営住宅修繕費として７００万円を計上しております。 

   ９款消防費は、前年度より６８６万８，０００円多い７億５，４０７万７，０００

円を計上しております。 

   常備消防費では、備品購入費に防火衣や通信指令、消防活動用備品などとして９６

４万４，０００円を、非常備消防費では、消防団員等報酬として２，００９万５，０

００円を、消防施設費では、工事請負費にヘリポート舗装工事費として６５０万円を、

備品購入費として、高規格救急車、小型消防ポンプ付積載車などの自動車購入費に３，

７５０万円を、災害対策費では、衛星携帯電話アンテナ整備委託料と備品購入費を合

わせて６５０万５，０００円を計上しております。 

   １０款教育費は、前年度より１億８，４６７万２，０００円多い１２億１，５９９

万６，０００円を計上しております。 

   教育総務費の通学対策費では、委託料にスクールバス等運行維持管理委託料として

６，５６３万２，０００円を、義務教育振興費では、役務費の施設設備保守点検料に

ＧＩＧＡスクール用タブレット保守などとして１，４５５万６，０００円を、賃借料

に学校イントラネットシステムのリース資産借上げ料として２，３３５万円を、特色

ある学校づくり施策として教育活動奨励交付金に１，０００万円を、小学校費の学校

管理費では、修繕料に１，４５０万円を、藤並小学校増築工事費として９，１００万
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円を、小川小学校体育館トイレ改修工事費として４４０万円を、中学校費の学校管理

費では、修繕料として３３０万円を、社会教育費の公民館費では、公民館の修繕料と

して３０１万９，０００円を、文化財保護費では、委託料に保存計画策定支援業務委

託料として４９５万円を、国指定史跡土地購入費として４，７７９万円を、保健体育

費の体育施設費では、工事請負費に金屋テニス公園コート照明ＬＥＤ化改修工事とし

て１，９７１万６，０００円を、きび体育館トイレ改修工事費として１，８７０万円

を、学校給食費では、委託料に給食調理業務委託料として７，３１０万６，０００円

を、工事請負費の給食センター排水管修繕工事として５６４万８，０００円を計上し

ております。 

   １２款公債費は、前年度より１億２，５３２万１，０００円少ない２４億６，６０

４万５，０００円計上いたしております。 

   １３款諸支出金の基金費では、積立金として、ふるさと応援基金積立金として１０

億円を、デジタル社会推進基金積立金として６，５７３万１，０００円を、循環型社

会の構築と自然エネルギー推進基金積立金として４，１８５万３，０００円などを計

上しております。 

   また、一般会計から各特別会計への繰出金として、総額２５億３，１７５万２，０

００円を計上しております。そのほかにも債務負担行為及び地方債などの所要の経費

を計上した結果、令和４年度一般会計予算総額は、歳入、歳出それぞれ１６３億１，

０００万円と相なりました。 

   次に、各特別会計予算について御説明を申し上げます。 

   議案第９号は、令和４年度有田川町国民健康保険事業特別会計予算であります。国

民健康保険事業は、医療費の動向に大きく左右されるものでありますので、疾病の早

期発見、早期治療を目指すことはもちろん、予防医療に最重点を置いた健康づくり事

業を推進しているところであります。年々医療費は増加、被保険者は減少という依然

として厳しい状況の中、保険給付費などに前年度より１億１，３２６万６，０００円

多い３６億３，０１８万円を計上しております。この財源といたしましては、国民健

康保険税、県支出金及び繰入金などを充てることにいたしております。 

   議案第１０号は、令和４年度有田川町後期高齢者医療特別会計予算であります。本

年度予算といたしまして、後期高齢者医療広域連合納付金などに７億７，７４５万２，

０００円を計上しております。この財源といたしましては、保険料及び一般会計繰入

金などを充てることにいたしております。 

   議案第１１号は、令和４年度有田川町介護保険事業特別会計予算であります。介護

保険事業に要する保険給付費として、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、

高額介護サービス等費、特定入所者介護サービス等費及び地域支援事業費などに３２

億５，６６３万８，０００円を計上しております。この財源といたしましては、保険

料、国・県支出金、支払基金交付金及び繰入金などを充てることにいたしております。 
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   議案第１２号は、令和４年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計予算であ

ります。特別養護老人ホームしみず園の施設管理費や基金積立金などで４９６万３，

０００円を計上しています。この財源として、特別養護老人ホームしみず園基金から

の繰入金や指定管理者負担金などを充てることにいたしております。 

   議案第１３号は、令和４年度有田川町簡易水道事業特別会計予算であります。施設

費の水道施設管理費として１億１，２３９万１，０００円を、水道施設整備事業費で

は、金屋地区、清水地区簡易水道施設整備事業などに係る委託料、工事請負費などに

８，６６４万１，０００円を計上し、その他にも地方債の限度額等を計上した結果、

予算総額は５億３，８９１万９，０００円と相なりました。この財源といたしまして

は、使用料、繰入金及び町債などを充てることにいたしております。 

   議案第１４号は、令和４年度有田川町公共下水道事業特別会計予算であります。施

設管理費として８，０７１万円を、施設整備事業費では、公共下水道整備及び統合事

業として６億８，５６７万２，０００円を、公債費に６億７，０４２万３，０００円

を計上し、その他にも地方債の限度額等を計上した結果、予算総額は１５億２，７３

５万６，０００円と相なりました。なお、財源といたしましては、負担金、使用料、

国・県支出金、繰入金及び町債などを充てることにいたしております。 

   議案第１５号は、令和４年度有田川町農業集落排水事業特別会計予算であります。

令和３年度に徳田地区を公共下水道に統合したため、現在、吉原、田殿、吉見、熊

井・奥地区の四つの処理施設が供用中で、農業集落排水施設管理費として１億６４６

万４，０００円を、公債費に１億４，９７７万２，０００円を計上し、予算総額は２

億８，２６３万６，０００円と相なりました。なお、財源といたしまして、分担金、

使用料及び繰入金などを充てることにいたしております。 
   議案第１６号は、令和４年度有田川町簡易排水事業特別会計予算であります。本年

度予算につきましては、簡易排水施設管理費、町債の元利償還金等に２０９万４，０

００円を計上しております。 

   議案第１７号は、令和４年度有田川町浄化槽事業特別会計予算であります。本年度

予算につきましては、施設管理費、町債の元利償還金などに６９６万１，０００円を

計上しております。 

   議案第１８号は、令和４年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計予算であります。

本年度予算は、施設管理費などに７，５３５万３，０００円を計上しております。こ

の財源といたしましては、使用料、販売収入などの諸収入及び繰入金を充てることに

いたしております。 

   議案第１９号は、令和４年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計予算であります。

本年度予算は、財産区管理会委員の報酬などに５万３，０００円を計上しております。 
   議案第２０号は、令和４年度有田川町粟生財産区管理会特別会計予算であります。

本年度予算は、財産区管理会委員の報酬及び予備費などに３９万３，０００円を計上
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しております。 

   議案第２１号は、令和４年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計予算でありま

す。本年度予算は、財産区管理会委員の報酬及び予備費などに１９７万３，０００円

を計上しております。 

   議案第２２号は、令和４年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計予算でありま

す。本年度予算は、財産区管理会委員の報酬及び公有林整備事業債の元利償還に伴う

繰出金、予備費などに２６６万６，０００円を計上しております。 

   議案第２３号は、令和４年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計予算でありま

す。本年度予算につきましては、財産区管理会委員の報酬及び予備費などに１３万円

を計上しております。 

   議案第２４号は、令和４年度有田川町水道事業会計予算であります。まず、収益的

予算でありますけれども、水道事業収益の水道使用料などで４億９，４３９万５，０

００円を、水道事業費用では、水道施設の維持管理費や企業債償還利息等の経常経費

及び減価償却費などで４億１，０００万８，０００円を計上しております。次に、資

本的予算でありますけれども、資本的収入は消火栓設置負担金等に伴う負担金で１０

０万円を、資本的支出は、建設改良費の吉備浄水場兼水道庁舎設計業務や配水管の新

設、布設替えの設計及び工事などや、企業債償還元金で２億２，１１１万４，０００

円を計上しております。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の２億２，０

１１万４，０００円は、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金などで補塡い

たします。 

   以上で、令和４年度当初予算の説明を終わります。 

   次に、令和４年度当初予算以外の議案について、説明を申し上げます。 

   議案第４号は、令和３年度有田川町一般会計補正予算第１１号であります。今回の

補正は、歳入においては、町税、地方交付税、分担金、国・県支出金、寄附金、繰入

金及び町債など、現時点での見込み得る額が把握できましたので、増減補正するもの

であります。補正の大きなものとして、町税で５，４３３万４，０００円を、普通交

付税で国の経済対策等の補正による再算定の結果、６億７，６６１万６，０００円を、

前年度繰越金として１億８，５３２万４，０００円を、事業等の確定により県支出金

として８，１１５万４，０００円を計上する一方、ふるさと応援寄附金として４億円

を、財政調整基金繰入金として２億７，３５６万４，０００円を、ふるさと応援基金

繰入金として３億５，００９万３，０００円をそれぞれ減額し、歳入として計上して

おります。 

   また、歳出においては、議会費では、議員改選に伴い、議員報酬として２３万円を、

コロナ克服・新時代開拓のための経済対策の閣議決定による国の補正予算第１号の交

付決定などに伴い、民生費では、保育所等の会計年度任用職員の処遇改善のための報

酬及び補助金などとして１８３万６，０００円を、農林水産業費では、農地費の防災
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重点農業用ため池評価業務委託料として１，６２０万円を、地籍調査費として３，４

５６万円を、林道新設改良費の林道日物川境川線改良事業として８，０５４万４，０

００円を、土木費では、道路新設改良費の防災安全交付金事業として１億２，０００

万円を、教育費では、中学校費の吉備中学校武道館空調設備設置工事として４，９５

０万円を、保健体育費では、学校におけるコロナウイルス感染症対策等支援事業とし

て１，２１５万円を計上し、諸支出金の基金費では、ふるさと応援基金を４億円減額

補正する一方、減債基金、公共施設整備基金、新たにデジタル推進基金の積立金とし

て４億１，７７３万１，０００円を増額し、その他の歳出につきましても、事業費の

変更等、所要の補正を行い、未執行額となる見込額を減額した結果、今回の補正額は

３億６，９４９万９，０００円の減額補正を行うものであります。補正後の予算総額

は、１８１億７，１１１万８，０００円と相なりました。また、繰越明許費、債務負

担行為及び地方債の補正につきましても、御審議を願うものであります。 

   議案第５号は、令和３年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算第４号であ

ります。今回の補正は、保険給付費等、見込み得る額が把握できましたので、２，０

０９万８，０００円の補正を行うものであります。補正後の予算総額は、３６億３７

８万８，０００円と相なりました。なお、財源といたしまして、繰入金を減額し、保

険税、県支出金、諸収入を充てることにしております。 

   議案第６号は、令和３年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算第３号であり

ます。今回の補正は、後期高齢者医療広域連合納付金の見込み得る額が把握できまし

たので、４２７万８，０００円の補正を行うものであります。補正後の予算総額は、

８億５７２万５，０００円と相なりました。なお、この財源といたしまして、繰入金

を減額し、保険料を充てることにしております。 

   議案第７号は、令和３年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計補正予算第１号

であります。今回の補正は、造林木の販売に係る収益金３２６万７，０００円の歳入

がありましたので、繰入金を減額し、予備費を補正した結果、２５７万７，０００円

の補正を行うものであります。補正後の予算総額は、３４３万１，０００円と相なり

ました。 

   続きまして、議案第２５号は、有田川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の制定についてであります。今回の改正は、国民健康保険事業に要する費用となる国

民健康保険事業納付金に充てる国民健康保険税の資産割について税率の見直しを行う

もの、並びに全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律が令和３年６月１１日に公布され、令和４年４月１日から施行されること

に伴い、本条例においても所要の改正を行うものであります。 

   主な改正内容は、国民健康保険の被保険者に係る資産割額で固定資産税額に乗ずる

率の改正、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の資産割額の削

除、介護納付金課税被保険者に係る課税額の資産割額の削除、未就学児に係る被保険
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者均等割額を半額とするものであります。 

   議案第２６号は、有田川町使用料の徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。今回の改正は、各施設の使用料の納付について、納付期限を設

けるものであります。また、きびドーム大規模改修工事に伴い、新設の設備について

の使用料を設ける必要があるため、所要の改正を行うものであります。 

   議案第２７号は、有田川町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてで

あります。今回の改正は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定められる手

数料について、手数料の標準額となる人件費単価または物価水準の変動に伴い定期的

に見直しが行われており、今回、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

る法律関係の標準額について見直しが行われたため、本条例においても所要の改正を

行うものであります。 

   議案第２８号は、有田川町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてであります。今回の改正は、職員の人事評価制度の見直

しにより、本条例において所要の改正を行うものであります。主な改正内容は、降給

の条項を追加するものであります。 

   議案第２９号は、有田川町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてであります。今回の改正は、令和４年４月１日施行の人事院規則の一部

改正に伴い、本条例においても所要の改正を行うものであります。主な改正内容は、

非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に

関する措置を規定するものであります。 

   議案第３０号は、有田川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてであります。今回の改正は、地方公務員

法改正等により、法第３条第３項第３号の特別職非常勤職員の要件が厳格化されたこ

とに伴い、本条例においても所要の改正を行うものであります。主な改正内容は、各

種委員の本条例における追加、削除及び鳥獣被害対策実施隊員の業務及び活動人員確

保を考慮し、日額を８，０００円に増額するものであります。 

   議案第３１号は、有田川町交通指導員条例等の一部を改正する条例についてであり

ます。今回の改正は、地方公務員法改正により、法第３条第３項第３号の特別職非常

勤職員の要件が厳格化されたことに伴い、本条例においても所要の改正を行うもので

あります。主な改正内容は、有田川町交通指導員条例、有田川町青少年教育審議会及

び指導員の設置に関する条例、有田川町公民館条例、有田川町岩倉財産区他４件の山

林財産区管理会条例においても、各種委員の報酬及び報償に関する規定を定めるもの

であります。 

   議案第３２号は、有田川町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制

定についてであります。今回の改正は、令和２年６月５日に年金制度の機能強化のた

めの国民年金法等の一部を改正する法律が公布され、同法附則第６５条で消防団員等
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公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部が改正され、令和４年４月１日施行に

伴い、本条例においても所要の改正を行うものであります。 

   議案第３３号は、有田川町デジタル社会推進基金条例の制定についてであります。

デジタル社会の形成に関する施策の推進を図り、住民の利便性の向上及び行政運営の

効率化に寄与する事業の財源を確保する目的の基金を設置するため、本条例を制定す

るものであります。 

   議案第３４号は、有田川町営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ます。今回の改正は、民法及び所得税法の改正に伴い、本条例の一部を改正する必要

が生じたため、所要の改正を行うものであります。 

   議案第３５号は、有田川町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

であります。今回の改正は、地方自治法の改正により、社会全体のデジタル化を推進

するため、地方公共団体の歳入等についてスマートフォンアプリ等を利用した決済方

法を柔軟に活用することができる環境整備を図ることを目的として、指定代理納付者

制度に代えて、指定納付受託者制度が創設されたことに伴い、本条例の一部を改正す

る必要が生じたため、所要の改正を行うものであります。 

   議案第３６号は、有田川町農家高齢者創作館条例を廃止する条例についてでありま

す。本条例は、高齢者が集団的に農山村の特色を生かした創作活動を通じ、高齢者の

資質の向上と生活活動領域の新たな開発促進を図ることを目的として、創作館を設置

しているものであります。しかし、本施設を老朽化等により解体撤去したため、本条

例を廃止するものであります。 

   議案第３７号は、有田川町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。今回の改正は、徳田地区農業集落排水処理施設を廃止し、有田

川町公共下水道汚水処理施設へ統合することにより、本条例の有田川町農業集落排水

処理区域より徳田地区農業集落排水処理施設を削除するものであります。 

   議案第３８号は、有田川町辺地総合整備計画の変更についてであります。上六川・

西辺地地域において、既に計画している町道辷り石線道路改良工事の道路延長の変更

及び板尾・井谷・室川・沼谷辺地地域において、既に計画している町道久野原沼谷線

法面対策事業の工事期間の延長を行うため、辺地総合整備計画を変更するに当たり、

辺地に係る公共施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１

項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 

   議案第３９号は、有田川町公共下水道吉備浄化センターの建設工事委託に関する基

本協定の締結についてであります。有田川町公共下水道吉備浄化センターの建設工事

の施工に当たり、日本下水道事業団代表者、理事長、森岡泰裕氏と協定金額１５億９，

０００万円で本協定を締結するに当たり、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に

より、議会の議決をお願いするものであります。 

   議案第４０号は、有田川町岩倉財産区管理会管理委員の選任の同意についてであり
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ます。有田川町大字岩野河１４９番地１、出雲一良氏、同じく岩野河６６８番地、西

修二氏、同じく川口１６５番地、寺垣文男氏、同じく川口１００１番地２、辻朗氏、

同じく谷６６７番地、毛保隆藏氏、同じく谷３４６番地、宮﨑正嗣氏、同じく立石１

２７番地２、尾浴正實氏を有田川町岩倉財産区管理会管理委員に選任いたしたく、議

会の同意をお願いするものであります。 
   議案第４２号は、有田川町城山山林財産区管理会管理委員の選任の同意についてで

あります。有田川町大字二川４１１番地、東平造氏、同じく日物川１１１番地、北浦

徳一氏、同じく東大谷１３２番地、古田晋作氏、同じく東大谷４９５番地、前北敏夫

氏、同じく二川７４２番地、堀内尚視氏、同じく境川４３８番地、柴垣好彦氏、同じ

く日物川２６２番地、高垣幸治氏を、有田川町城山山林財産区管理会管理委員に選任

いたしたく、議会の同意をお願いするものであります。 
   議案第４３号は、有田川町八幡山林財産区管理会管理委員の選任の同意についてで

あります。有田川町大字清水１３５７番地３、井上喜代治氏、同じく上湯川２１４番

地、東達貴氏、同じく三田６００番地、鈴間貴義氏、同じく下湯川５９１番地、大久

保家宏氏、同じく久野原１１１３番地、保田永一郎氏、同じく沼９５４番地、伊澤頼

宣氏、同じく楠本４７８番地１、竹上昌宏氏を、有田川町八幡山林財産区管理会管理

委員に選任いたしたく、議会の同意をお願いするものであります。 
   次に、議案第４４号は、有田川町安諦山林財産区管理会管理委員の選任の同意につ

いてであります。有田川町大字杉野原１０９０番地、保田隆氏、同じく杉野原１３６

番地２、松浦金三氏、同じく押手６９７番地、辻本恭嗣氏、同じく板尾１１２番地、

宮本和明氏、同じく板尾９６０番地、東本久貴氏、同じく沼谷２１番地２、山本勝敬

氏、同じく井谷２３番地、大西國昭氏を、有田川町安諦山林財産区管理会管理委員に

選任いたしたく、議会の同意をお願いするものであります。 
   諮問第１号から諮問第４号については、それぞれ人権擁護委員候補者の推薦につき

意見を求めるものであります。３年の任期が本年６月３０日までとなっており、法務

大臣の委嘱決定までの手続に３か月程度を要することから、本議会において議会の意

見を求めるものであります。 
   諮問第１号は、有田川町大字小川１３５３番地、畑中泰武氏を、引き続き人権擁護

委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものであります。 
   諮問第２号は、有田川町大字吉原８９２番地、田又和彦氏を、引き続き人権擁護委

員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものであります。 
   諮問第３号は、有田川町大字庄３０番地１８、田中伸幸氏を、引き続き人権擁護委

員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めるものであります。 

   諮問第４号は、有田川町大字庄４１４番地１、柏木敦子氏の後任の委員として、人

格、識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある、有田川町大字

熊井４４０番地１、栃崎千津代氏を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議
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会の意見を求めるものであります。 

   何とぞ御審議の上、御賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（森谷信哉） 

   以上で、町長の提案理由説明が終わりました。 

   続きまして、補足説明はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   ないようですので、提案理由の説明を終わります。 

   続きまして、日程第４１、議案第４１号、有田川町粟生財産区管理会管理委員の選

任の同意についてを議題といたします。 

   地方自治法第１１７条の規定によって、岡省吾君の退場をお願いいたします。 

（岡 省吾君 退場） 

○議長（森谷信哉） 

   提案理由の説明を求めます。 

   町長、中山正 君。 

○町長（中山正 ） 

   それでは、改めて議案第４１号の提案理由の説明を行いたいと思います。 

   議案第４１号は、有田川町粟生財産区管理会管理員の選任の同意についてでありま

す。 

   有田川町大字粟生５７番地、江子彰氏、同じく粟生２５１番地、有北修氏、同じく

粟生５５８番地、坂上晴生氏、同じく粟生２２５番地粟生団地３号、岩本光晴氏、同

じく粟生４２番地９、岡省吾氏、同じく粟生１９２番地１、竹内豊氏、同じく粟生１

０５３番地、向井正久氏を、有田川町粟生財産区管理会管理委員に選任いたしたく、

議会の同意をお願いするものであります。 

   以上で、提出議案に対する私の説明を終わります。何とぞ御審議の上、御賛同賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（森谷信哉） 

   以上、町長の提案理由の説明が終わりました。 

   岡省吾君、入場してください。 

〔岡 省吾君、入場〕 

○議長（森谷信哉） 

   暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時５３分 

再開 １４時１０分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（森谷信哉） 

   再開いたします。 

……………日程第４ 議案第４号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４、議案第４号、令和３年度有田川町一般会計補正予算第１１号を議題とい

たします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   １４番、増谷です。議案第４号、一般会計補正予算について質疑をさせていただき

ます。 

   補正予算の３９ページ、児童福祉費負担金補助及び交付金の放課後児童支援員等処

遇改善補助金９２万４，０００円と保育士等処遇改善補助金でありますが、この事業

の目的、処遇改善した理由を説明していただきたいと思います。 

   そして、３９万６，０００円の対象人数、１人当たりの増額額、財源内訳について、

また支給実施時期、対象事業所名等についての説明をいただきたいと思います。 

   また、併せて公立保育所の保育士さんについてはどうなるでしょうか。 

   また、同ページの保育所費の会計年度任用職員報酬５０万４，０００円の内訳も説

明していただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、井上光生君。 

○総務政策部長（井上光生） 

   増谷議員の御質疑にお答えさせていただきます。 

   この処遇改善の目的は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化の対応の

最前線で働く保育士や放課後児童の支援員に対して、賃上げを効果的に継続的に行う

ために実施するものであります。３９ページの一番上に会計年度任用職員報酬、これ

につきましては、子育て支援センターの会計年度任用職員の保育士の分であります。

この１万２，０００円につきましては、国の言うところの対象には当たらないのです

が、異動等とありますので、これも単費で計上してございます。 

   それと、放課後児童支援員等処遇改善補助金９２万４，０００円、これは７か所あ

りますところの学童クラブ４２名分であります。平均で１万１，０００円分ぐらいに

なると思います。 

   保育士等処遇改善補助金、これ私立保育所の２０名分です。平均で９，９００円ぐ

らいになると思います。 

   あと、その下の会計年度任用職員報酬で５０万４，０００円、これ町立保育所の会
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計年度任用職員分でございます。これと一番上の１万２，０００円を合わせまして１

０８名分でございます。 

   それと、町立保育所の正規の職員につきましては、国の指針でも示されているとこ

ろはほかの職種もあるので、その分を賃上げというのは均衡に欠ける場合もあるので、

会計年度任用職員だけの実施もやむを得ないというところの記載もございます。全て

できればいいんですが、そういう均衡と予算の関係上、今回、会計年度任用職員の処

遇の改善、そして私立、そして放課後児童等の支援員の処遇の改善を実施したいもの

でございます。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   今、部長から答弁いただきました。 

   それで、保育などコロナの感染への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線にお

いて、働く人々の収入の引上げを求めて全ての職員を対象に公的価格の在り方を抜本

的に見直す。民間部門における賃上げの議論に先んじて、保育士と幼稚園教諭、介

護・障害福祉職員を対象に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収

入の３％、金額にして約９，０００円を引き上げるための措置なんですけども、これ

は令和３年１１月１９日の閣議決定で決められておりますよね。ですから、新型コロ

ナ対応をせざるを得ない職種と全職員を対象とありますから、私は今の答弁にもあり

ましたけども、ぜひとも正規保育士にも採用するべきだと思うんですけども、再度い

かがですか。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、井上光生君。 

○総務政策部長（井上光生） 

   うちの正規の職員につきましては、一般行政職の給料表を使いまして、人事院勧告

のとおり賃上げベースアップというのを行っております。そして、国の閣議では、平

均月給を３０万円として３％上げよ、９，０００円という話です。民間の保育士さん

とうちの町の保育士９，０００円の格差というのは十分あります。十分過ぎるぐらい

ありますので、今回は非常勤と申しますか、会計年度の明らかに差のある会計年度の

職員のベースアップ、これ恒久的にベースアップという形で支援していきたいと思っ

ております。 

○議長（森谷信哉） 

   １４番、増谷憲君。 

○１４番（増谷 憲） 

   答弁いただきましたけども、この本来の処遇改善の趣旨から言いますと、先ほどの



－２３－ 

答弁では、特定の職種の優遇、公平性が保てないという問題とか、給料や賃金が低い

数字になるという答弁であったと思うんですけども、しかし、厚労省の統計でも、保

育士の収入は、全産業平均と比べて月額９万円も低く、９，０００円の増額でも１桁

本来違うという状況があります。 

   しかも、コロナ禍の中での保育士などケア労働の負担が以前に増して厳しくなって

いる状況があります。閣議決定されたように、全ての職員を対象にすべきではないか

と思うんですけども、県も市町村によってばらつきがあるということを把握して指導

していきたいという話も聞いておりますけども、財源の問題から見ましても、１０月

から交付税算入に変わるということで、そこら辺も心配しているという声もお聞きし

ますけども、しかし、よく事業で交付税算入をされる事業でも、ほかの事業では率先

してそういう状況であっても事業をやっているケースが多い中で、私はこの問題に限

ってそういう心配をするというのは当たらないと思うんですよ。１０月以降も国庫負

担での私は要望も行いながら、やはり公立保育所の保育士さんにも対応すべきだと考

えます。 

   最後に、私はもう３回なんで聞けないので、町長、お考えもしくは方向性を示して

いただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正 君。 

○町長（中山正 ） 

   多分保育士さん、今回のコロナ対応で大変骨を折られていると思います。 

   それで、近隣市町村とか私立保育所のお給料も調べさせていただいて、まだまだう

ちのほうが結構高いということで、今回は正規の職員については見送りたいと思いま

すし、会計年度任用職員については、保育所に勤務する全ての職種において、もう今

年度だけ違うて、恒久的に２号上げてずっと給料アップをしていくという方向でまず

は取り組んでいきたいと思っています。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はありませんか。 

   ４番、椿原竜二君。 

○４番（椿原竜二） 

   ４番、椿原です。一般会計補正予算ですけれども、予算書の５２ページ、５３ペー

ジです。 

   １０款教育費の中の３項中学校費についてです。吉備中学校武道場空調設備設置事

業なんですけれども、委託料のところでまず設計監理が２１７万３，０００円、工事

請負費が４，９５０万円、合計５，１６７万３，０００円、結構な金額の補正が上が

っております。 

   まず１回目に、工事の日程といいますか、今後のこのスケジュールについて予定段
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階を教えていただけますか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、細野正人君。 

○教育部長（細野正人） 

   新しい年度に入りまして、測量設計委託はもうすぐにでも発注したいと思っていま

すが、それの設計をしまして工事の発注、大体６月ぐらいに発注し、今の予定では６

月末頃から工事にかかり、夏休みを主に工事を行いたいと思っています。 

   それで、順調にいきますと２か月から３か月で終わるとは考えているんですけども、

資材の仕入れの状況とかそんなんもありますんで、工期としては年度いっぱいをとら

せていただきたいと思っています。 

○議長（森谷信哉） 

   ４番、椿原竜二君。 

○４番（椿原竜二） 

   答弁ありがとうございます。 

   仕入れのこととかもありますけれども、順調にいって早かったら、もしかしたら９

月ぐらいに使える可能性もゼロではないのかなとも感じました。 

   そういった中で、もちろんエアコンを設置すれば、これから当然ながらランニング

コスト、維持費、もちろんかかってきます。ということを考えると、恐らく使用料で

あったりとか、そういったところの議論というのはまた必要なのかなと思っています。

できることならば、私の考えとしては、それこそ行政だけで使用料をばんと決めて進

んでいくということのないように、今後、使用料の決め方というのを、できるならば

今使ってくださっている方とかそういった方としっかりと対話を重ねていただきたい

なと。一緒に議論して、一緒に決めていっていただきたいと思うんですけれども、こ

の辺使用料の金額設定といいますか、考え方ってどのように考えていますか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、細野正人君。 

○教育部長（細野正人） 

   この施設は学校施設ですんで、基本的には生徒が利用するものと考えています。そ

の中で学校開放ということで、社会教育事業の開放事業で一般の方にも今も使ってい

ただいております。そういった方に使っていただく場合に、この空調施設を利用する

場合、その空調費用というのはかかってきます。町費を使って使用していただく以上

は、幾らかの負担はしていただかないかんと考えております。 

   その使用料については、今後、協議していきたいと。まだ具体的にどう決定してい

くというのは決めておりませんけども、今後検討していきたいと思っています。 

○議長（森谷信哉） 

   ４番、椿原竜二君。 
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○４番（椿原竜二） 

   ３回目の質疑ですけれども、これから本当に多分そうやって、もちろんランニング

コストが変わってくるところって、そういった協議をしながら進めていっていただけ

るとは思います。 

   僕が言いたいのは、その協議をするというのは、できることならば庁舎内だけで協

議するということではなくて、本当に基本は学校ですけれども、いろんなそれこそ社

会教育活動といいますか、いろんな方が使ってますから、行政だけで決めるんじゃな

くて、できることならばいろんな方と対話をして進めていただきたいと思うんですけ

れども、町長、最後ちょっと答弁いただけますか。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正 君。 

○町長（中山正 ） 

   がいに金要るさけ、もうやめとけというん違うて、喜んでくれてるんで安心してま

す。 

   おっしゃるとおり、また各団体の指導者というのがありますんで、そういう方とも

協議を重ねながら、納得していただけるような使用料で今後進めていきたいと思いま

す。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   これで質疑を終わります。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、挙手願

います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第５ 議案第５号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第５、議案第５号、令和３年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算第

４号を議題といたします。 
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   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、挙手願

います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第６ 議案第６号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第６、議案第６号、令和３年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算第３

号を議題といたします。 

   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、挙手願

います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって本案は原案のとおり可決いたしました。 

……………日程第７ 議案第７号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第７、議案第７号、令和３年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計補正予

算第１号を議題といたします。 
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   質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、挙手願

います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって本案は原案のとおり可決いたしました。 

   お諮りいたします。 

   日程の順序を変更し、日程第４９、選挙第７号を先に議題としたいと思います。御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   日程の順序を変更し、日程第４９、選挙第７号を先に議題とすることに決定いたし

ました。 

……………日程第４９ 選挙第７号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４９、選挙第７号、有田川町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行い

ます。 

   お諮りいたします。 

   選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選に

したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 

   お諮りいたします。 

   指名の方法については、私、議長が指名することにしたいと思います。御異議ござ

いませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、私、議長が指名することに決定いたしました。 

   選挙管理委員会委員には、前西哲男君、森本正造君、馬上憲治君、和田一夫君、以

上の方を指名いたします。 

   お諮りします。 

   ただいま指名した方を、選挙管理委員会委員の当選人と定めることに御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、ただいま指名いたしました前西哲男君、森本正造君、馬上憲治君、和

田一夫君、以上の方が選挙管理委員会委員に当選されました。 

   次に、同補充員の指名を行います。 

   選挙管理委員会委員の補充員には、第１順位、笠松晶久君、第２順位、保田永一郎

君、第３順位、東敏雄君、第４順位、大原章義君、以上の方を指名いたします。 

   お諮りいたします。 

   ただいま指名した方を、選挙管理委員会委員の補充員の当選員として定めることに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、ただいま指名いたしました第１順位、笠松晶久君、第２順位、保田永

一郎君、第３順位、東敏雄君、第４順位、大原章義君、以上の方が順序のとおり、選

挙管理委員会委員の補充員に当選されました。 

   お諮りいたします。 

   日程第８、議案第８号から日程第４８、諮問第４号までを提案理由の説明だけにと

どめ、議案調査のため審議を中止したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   本日の会議は、これで延会にしたいと思います。 

   なお、次回の本会議は３月１４日、月曜日、午前９時３０分に開議いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

延会 １４時３０分 


